
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
関
係
）

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

一
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七

最
大
需
要
電
力
量
計

六
十
万
二
千
円

七

最
大
需
要
電
力
量
計

十
五
万
五
百
円

八

電
力
量
計

八

電
力
量
計

イ

定
格
電
流
が
五
ア
ン
ペ
ア
の
も
の

六
十
万
二
千
円

イ

定
格
電
流
が
五
ア
ン
ペ
ア
の
も
の

十
五
万
五
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

四
十
四
万
九
千
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

十
一
万
二
千
二
百
円

九

無
効
電
力
量
計

六
十
万
二
千
円

九

無
効
電
力
量
計

十
五
万
五
百
円

十
〜
十
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

十
〜
十
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三

体
積
計

三

体
積
計

イ
〜
ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ
〜
ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ニ

ガ
ス
メ
ー
タ
ー

ニ

ガ
ス
メ
ー
タ
ー

表
示
機
構
が
電
気
式
の

も
の

１

耐
久
性
能
に
係
る
試
験

十
六
万
六
千
百
円

表
示
機
構
が
電
気
式
の

も
の

１

耐
久
性
能
に
係
る
試
験

十
六
万
四
千
三
百
円

２

耐
振
動
性
に
係
る
試
験

十
七
万
二
千
七
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

３

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

４

無
線
周
波
電
磁
界
に
よ
っ
て

誘
導
す
る
伝
導
妨
害
に
対
す
る

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

五
万
四
千
四
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

５

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
四
号

計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健





６

３
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
試

験
以
外
の
電
磁
環
境
の
影
響
に

係
る
試
験

十
一
万
五
千
円

４

２
及
び
３
に
掲
げ
る
試
験
以

外
の
電
磁
環
境
の
影
響
に
係
る

試
験

九
万
七
千
四
百
円

７

１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
試

験
以
外
の
試
験

二
十
六
万
千
五
百
円

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
試

験
以
外
の
試
験

二
十
五
万
五
千
三
百
円

中
欄
１
、
中
欄
２
及
び
中
欄
６
に
掲
げ
る
い
ず
れ
も
の
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
型
式
に
あ
っ
て

は
、
三
十
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

中
欄
１
、
中
欄
２
及
び
中
欄
７
に
掲
げ
る
い
ず
れ
も
の
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
型
式
に
あ
っ
て

は
、
二
十
九
万
六
千
三
百
円
と
す
る
。

中
欄
１
及
び
中
欄
５
に
掲
げ
る
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
型
式
に
あ
っ
て
は
、
二
十
六
万
五
千
七

百
円
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

耐
久
性
能
に
係
る
試
験

十
二
万
四
千
二
百
円

に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

耐
久
性
能
に
係
る
試
験

十
二
万
二
千
四
百
円

２

１
に
掲
げ
る
試
験
以
外
の
試

験

十
八
万
六
千
九
百
円

２

１
に
掲
げ
る
試
験
以
外
の
試

験

二
十
万
七
千
円

四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


